
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年６月１７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２１年１２月５日 １７時００分ごろ、本船が帰港しないこと

から、海上保安部に通報された。） 

発生場所 不明（北海道島牧
しままき

村千走
ちはせ

漁港港口沖の防波堤付近（概位 北緯４２°４

１.３′ 東経１４０°００.１′）で、本船が最後に目撃された。） 

事故調査の経過  平成２１年１２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

漁船 第１７７磯
いそ

丸、０.６４トン 

 ＨＫ３－１０２４５８（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.６５ｍ(Lr)×１.１３ｍ×０.３９ｍ、ＦＲＰ 

 船外機、３０kＷ、昭和５２年６月２０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 昭和５０年５月２３日 

  免許証交付日 平成２１年１０月９日 

         （平成２７年４月１１日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 不明（本船は発見されていない。） 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、平成２１年１２月５日０８時４０分ご

ろ、千走漁港を出航し、同漁港港口沖の防波堤付近であわび漁を行ってい

た。 

 

 地元漁業協同組合は、本船が夕刻になっても帰港しなかったため、１７

時００分ごろ、海上保安部に通報した。 

 海上保安庁の巡視船、航空機及び僚船による捜索が行われ、船長は、平

成２１年１２月２２日、千走漁港の北北東方約４１海里のところに存在す

る生け簀
す

で発見され、死亡が確認された。 

 船長の死因は、溺水と検案された。 

 本船は、発見されないまま捜索が打ち切られた。 

 気象・海象 気象：本船が操業していた場所の南南西約２９kmに位置するせたな地域気

   象観測所の事故当日の観測値は、次のとおりであった。 

   （０９時）天気 曇り、風向 東南東、平均風速 ５.５m/s、最大 

        瞬間風速 ９.８m/s 

   （１０時）天気 曇り、風向 東、平均風速 ６.８m/s、最大瞬間 
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        風速 １１.３m/s 

   （１１時）天気 曇り、風向 東南東、平均風速 ６.２m/s、最大 

        瞬間風速 １１.５m/s 

   （１２時）天気 曇り、風向 東南東、平均風速 ５.６m/s、最大 

        瞬間風速 １０.９m/s 

海象：千走漁港沖の海水温度は、約１１～１２℃であった。 

特記事項：札幌管区気象台は、１２月５日０７時１６分に千走漁港が位置 

    する後志西部に対して強風波浪注意報を発表していた。 

 その他の事項  本船が行っていたあわび漁は、船上からのぞき眼鏡を使用して海底のあ

わびを探し、タモ及びカギと呼ばれる棒状の漁具を用いて採取するもので

あった。 

 地元漁業協同組合は、あわび漁の操業時間帯を０８時から１２時までの

間と取り決めていた。 

 事故当日、地元漁業協同組合は、天候が悪化するとの予報が発表されて

いたので、沖合の気象及び海象状況を確認したのち、０８時４０分からあ

わび漁の操業を開始すると決めた。操業開始時、千走漁港周辺の気象及び

海象は穏やかであったが、１０時００分ごろから雪混じりの雨となり、強

い南東風が吹き始めて高波が発生する状況となった。 

 船長は、出航するところを、また、千走漁港港口沖の防波堤付近で操業

しているところを僚船に目撃されていたが、救命胴衣を着用していなかっ

た。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、溺水であった。 

 船長は、千走漁港港口沖において、救命胴衣を

着用せずに１人で操業していたものと考えられ

る。 

 船長は落水したものと考えられるが、目撃者が

いないため、その状況を明らかにすることはでき

なかった。 

原因  本事故は、本船が千走漁港港口沖において、１人で乗り組んでいた船長

が落水したことにより発生したものと考えられるが、その原因を明らかに

することはできなかった。 

 




